
 
 
 
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措

置に関する法律」（中小企業者等金融円滑化法）第７条（対

応措置等に関する説明書類の縦覧）に係る開示資料 

 

第１回 

縦覧開始日 平成２２年５月１４日（金） 

縦覧終了日 平成２３年５月１３日（金） 

 

 

 

岐阜商工信用組合 

 



開示資料目次 

第１ 内閣府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置の実施に関する方針の概要 

第２ 内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要 

第３ 内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基

づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 

第４ 内閣府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置を

とった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又

は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

第５ 法第４条に基づく措置の実施状況 
 （別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務

者が中小企業者である場合〕 
 （別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務

者が中小企業者である場合〕 
 （別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務

者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機

関も貸付債権を有する場合〕 
 （別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務

者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機

関も貸付債権を有する場合〕 

第６ 法第５条に基づく措置の実施状況 
 （別表７）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務

者が住宅資金借入者である場合〕 
 （別表８）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務

者が住宅資金借入者である場合〕 
 
（注意事項） 
１．開示資料第１から４までは、平成 22 年 5 月 14 日現在の内容となっています。 
２．開示資料第５および６は、平成 22 年 3 月末までの実施状況となっています。 



 
第１（第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要） 
 

金融円滑化管理方針の概要 
 
○ 当組合は、公共的使命を全うするため、組合員の相互扶助と共存共栄の実を挙げることを経営理念

に掲げ、創意と工夫を活かして、組合員や地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報開示を行うとと

もに、組合員の皆様との対話により金融の円滑化に取組んでおります。 
  その取組みに際しては、金融円滑化法、協同組合による金融事業に関する法律施行規則及び組合の

経営理念・経営方針に則った、金融円滑化管理方針を定め、以下の管理態勢で全役職員が対応してお

ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．金融円滑化管理に係る体制   ２．金融円滑化管理方針 

別紙のとおり   （組織内用）金融円滑化管理方針 

（顧客用）貸付けの条件の変更等の申込みに対する方針 

貸付けの条件の変更等の申込みに

対する方針 

 

Ⅰ．中小企業者の既往の債務に係る貸

付けの条件の変更等申込み・相談

に対する対応について 

 

Ⅱ．既往の住宅ローン取引に係る貸付

けの条件の変更等の申込み・相談

に対する対応について 

 

Ⅲ．貸付けの条件の変更等の申込み・

相談に対する対応状況を把握等

するための態勢整備について 

 

Ⅳ．他金融機関等との緊密な連携関係

の構築について 

 

Ⅴ．お客様への説明態勢の充実につい

て 

 

Ⅵ．貸付けの条件の変更等の実施状況

の公表について 

１．理事、理事会の役割・責任 

①態勢の整備・確立  
②方針及び規定の策定 等  
 

２．金融円滑化管理責任者の役割・責任 

①進捗管理等の全般の統括 等 
 

３．金融円滑化管理統括部署（融資管理部）の役割・

責任 

①情報の集約及び問題点の把握・検証 
②進捗状況等の統括管理 
③申込み・相談・苦情への速やかな対応 等 
 

４．金融円滑化管理担当者の役割・責任 

①進捗状況等の管理  
②融資管理部との連携 
③研修計画の策定・実施 等 
 

５．金融円滑化に関する相談等窓口の設置 

①内容の記録・報告 等 
 

６．中小企業等金融円滑化法に基づく開示及び 

当局への報告 

 

７．金融円滑化管理の実施 

①信用供与の柔軟な対応 
②債務の弁済に係る負担の軽減措置 
③他の金融機関等との緊密な連携 
④取引先企業に対する経営相談・経営指導及び 
 経営改善に向けた取組みへの支援 
⑤顧客の経営状況に関する期中管理 
⑥貸付条件の変更等に関する申込み等、迅速か 
 つ誠実な対応及びこれまでの取引関係や顧客 

 の理解、経験、資産状況等に応じた適切かつ 
 丁寧な説明 等 



 

 
金融円滑化管理態勢に係る組織体制図 
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第２（第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体

制の概要） 

 

 

貸付けの条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握するための体制の概要 

 
 
当組合は、中小企業者及び個人のお客様から、貸付けの条件の変更等に関する申込みがあった場合は、

当組合の業務の健全かつ適切な運営の確保に留意しつつ、申込みに至った背景や事情、事業や収入に関

する将来の見通し、財産その他の状況を総合的に勘案し、貸付けの条件を変更させていただくなど、柔

軟に対応しております。 
また、その対応状況を適切に把握するため、以下のとおり体制を整備しております。 

 
Ⅰ．相談・申込み受付体制の整備 

 
（１） 当組合は、以下のお客様からの相談・申込みに対応するため、本部、各営業店に『「中小企業

金融円滑化」及び｢住宅ローン返済条件の見直し等｣に関する「相談窓口」』を設置しております。 
① 業績不振による倒産・廃業、受注減少や売上減少による減収など、不安定な経済情勢の影響（状

況）等によりご返済が困難となった中小企業者のお客様。 

② 勤務先の倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる

給与・ボーナスの減収、超過勤務減少による減収など、勤務先等の事情により返済が困難となっ

た住宅資金借入者のお客様。 

 
（２） お客様の利便性向上のため、当組合の本店営業部に「第 2 土曜日 相談窓口」、事務センターに

「休日相談受付窓口」「フリーダイヤル」を設置しております。 
 

〔金融円滑化に関する相談等窓口の概要〕 
 

区分 責任者・担当者 役 割 

営業店長 
条件変更等相談記録表 記載事項の点検 
融資管理部への報告 

各営業店 

(平日) 
営業店職員 

相談・申込み案件の情報収集 
相談・申込みの対応（条件変更等相談記録表の記録）

営業店長への報告 

本店営業部 
(第 2土曜日) 

事務センター 
(土日祝休日) 

本店営業部役席者 
 

センター当番役席者 

相談・申込みの対応（条件変更等相談記録表の記録）

各営業店への報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

営業店

（３）金融円滑化に関する相談窓口の体制図 
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Ⅱ．貸付けの条件の変更等に係る案件管理体制の整備 
 
○ 貸付けの条件の変更等の申込みに対する対応状況を適切に把握・管理するため、本部関係部署及

び各営業店に金融円滑化管理の担当理事、責任者及び担当者等を配置しております。 

 
区分 担当理事・責任者・担当者 役 割 

金融円滑化管理担当理事 
（融資管理部担当理事） 

金融円滑化管理態勢の整備及び充実・強化 

金融円滑化管理責任者 
（融資管理部長） 

金融円滑化の進捗管理等の全般の統括 
理事会等への報告 

金融円滑化管理統括部署 
（融資管理部） 

 

金融円滑化に係る情報の集約及び問題点の把握･検証

進捗状況等の統括管理 
審査部･各営業店の営業店長との連携 
営業店長等への支援 
法令等に基づく開示・説明書類の作成及び管理 
再発防止の検討・策定 

 
本 部 
 

関係部署 
（審査部） 

案件の審査 
融資管理部・各営業店の営業店長との連携 

 
各営業店 金融円滑化管理担当者 

（営業店長） 

自店における金融円滑化の進捗状況等の管理 
審査部・融資管理部との連携 
他金融機関等との連携 
経営改善計画の策定支援のサポート 

 
１．相談・申込みに対する管理 

 
（１）各営業店の担当者は、お客様からお伺いした相談及び希望される貸付けの条件の変更等の内容、

申込みに至る経緯、他金融機関を含めた借入状況等を記録しております。 
また、営業店長及び融資管理部は、その記録の内容に不備がないか確認しております。 

 
（２）各営業店の営業店長は、貸付けの条件の変更等に関する相談・申込みに対し、迅速な検討・回答

を行うため、融資管理部に貸付けの条件の変更等に係る情報を報告しております。 

 

（３）融資管理部は、貸付けの条件の変更等の相談・申込みに対する対応・進捗状況等を一元的に把握・

管理しております。 

また、審査部において、貸付けの条件の変更等の相談・申込みに係る情報を共有化しております。 

 

（４）各営業店の担当者は、貸付けの条件の変更等に関する相談・申込みに対し、誠実に対応するため、

お客様とのこれまでの取引関係やお客さまの理解、経験、資産の状況等に応じて、適切かつ丁寧に

説明しております。 
 
（５）受付けた申込みの進捗状況が著しく長期化している等による問題の発生又は発生するおそれがあ

る場合には、融資管理部が営業店長に対して、直ちに調査を行い、原因を確認しております。 
また、融資管理部は再発防止策等を検討・策定し、各営業店の営業店長を通じて、対応・改善の

監督・指導を行っております。 
 
（６）各営業店の担当者は、中小企業者のお客様が条件変更対応保証制度等の利用を希望する場合には、

事業の改善又は再生の可能性を説明する文書を作成し、信用保証協会に交付しております。 
 
（７）各営業店の担当者は、中小企業者のお客様に対し、経営改善計画の策定支援及び見直しの相談を



 

行っております。 
 
２．審査中、取下げ、謝絶、実行に対する管理 

 
（１）貸付けの条件の変更等に関する申込み及び審査において、お客様の実情にそぐわない担保・保証

の要求、貸付けの条件の提示、金利の引上げ等を行っていないか営業店長が確認しております。 

 
（２）融資管理部は、貸付けの条件の変更等に関する申込みの審査において、迅速な回答が困難になっ

た場合には、速やかに営業店長に報告し、その理由をお客様に説明するようにしております。 

 
（３）お客様が貸付けの条件の変更等の申込みを取下げる場合には、その意思を確認させていただいて

おります。 

また、取下げの場合は取下げ理由を「融資謝絶先記録表」（「条件変更等の申込みの(取下げ・謝

絶)をした事案の概要」）に可能な限り具体的に記録し、営業店長が確認の上、融資管理部に報告し

ております。 

 

（４）貸付けの条件の変更等の申込みを謝絶する場合には、これまでの取引関係やお客様の知識及び経

験等を踏まえ、謝絶に至った理由をできる限り速やかに、かつ丁寧に説明しております。 
また、謝絶に至った理由を「融資謝絶先記録表」（「条件変更等の申込みの(取下げ・謝絶)をした

事案の概要」）に可能な限り具体的に記録し、営業店長が確認の上、融資管理部に報告しておりま

す。 

 

（５）貸付けの条件の変更等の申込みを実行する場合には、その審査結果をお客様へ伝え、速やかに所

定の手続きを行っております。 

 

（６）融資管理部は、貸付けの条件の変更等の申込みに係る審査中、取下げ、謝絶、実行の事項につい

て、それぞれの貸付けの債権額及び件数の集計・管理を行っております。 

 
３．記録の保存、役員等への報告、研修に対する管理 

 
（１）貸出条件の変更等の相談・申込みに係る記録の書類は、融資管理部及び各営業店において適切に

管理、保存しております。 
 

（２）金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示及び監督当局に対する報告書類は、融資管理部が

適正に作成及び管理しております。 
 

（３）融資管理部担当理事及び融資管理部長は、審査部及び各営業店において、貸付けの条件の変更等

の相談・申込みに適切に対応するため、融資管理部からの対応状況・問題点に関する報告を取りま

とめ、定期的又は必要に応じて随時、理事会等に報告しております。 

 ただし、経営に重大な影響を与えるおそれがある場合又は、顧客の利益が著しく阻害されるおそ

れがある場合には、速やかに理事会に報告しております。 

 

（４）理事会は、貸付けの条件の変更等の相談・申込みの対応状況・問題点に関する報告を分析・評価

のうえ、必要に応じて、融資管理部担当理事及び融資管理部長に改善策を指示し、その対応・改善

状況を継続的に検証しております。 
 
（５）融資管理部は、貸付けの条件の変更等の申込みに対する適切な対応を監督・指導するため、定期

的又は必要に応じて随時、金融円滑化管理に関する研修計画を立案し、直接又は営業店長を通じて、

役職員に対し研修を実施し周知徹底を行っております。 
 



 

４．他金融機関等との連携に対する管理 

 
（１）他の金融機関から借入れを行っているお客様から貸付けの条件の変更等の申込みがあった場合に

は、融資管理部及び各営業店において守秘義務に留意し、お客様の同意された範囲内で、個別の申

込み案件毎に、当該金融機関等間で相互に貸付けの条件の変更等に係る情報の確認を適正に行って

おります。 
 
（２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた他の金融機関から当該申込みを行ったお客様の貸付けの

条件の変更等に係る情報について照会を受けた場合には、融資管理部及び各営業店において守秘義

務に留意し、お客様の同意された範囲内で、個別の申込み案件に係る事項に限り、これに応じてお

ります。 

 

（３）貸付けの条件の変更等に係る他金融機関との情報の確認内容の記録書類については、お客様との

トラブルを回避するため、融資管理部及び各営業店において適切に管理・保存しております。 



 

 
第３（第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うため

の体制の概要） 
 

 

苦情相談を適切に行うための体制の概要 

 
 
苦情相談受付体制の整備 

 
○ 貸付けの条件の変更等に関する苦情相談に対して誠実かつ適切に対応するため、当組合の本部、

各営業店に『「中小企業円滑化」及び｢住宅ローン返済条件の見直し等｣に関する「相談窓口」』を設

置し、以下のとおり体制を整備しております。 
 

〔金融円滑化に関する相談等窓口の概要〕 

 

区分 責任者・担当者 役 割 

コンプライアンス

統括部 

相談・申込みに係るクレームシート記載事項の点検 
お客様の利益を著しく害するおそれがある場合、又は法令等に違反す

るおそれがある事案に対する融資管理部及び該当営業店との協議 

再発防止策等の周知、指導 本 部 

同 
(お客様相談室) 

相談・申込みに係る苦情相談の対応（クレームシートの記録） 
該当営業店及び融資管理部への報告 

営業店長 

相談・申込みに係るクレームシート記載事項の点検 
コンプライアンス統括部及び融資管理部への報告 
お客様の利益を著しく害するおそれがある場合、又は法令等に違反す

るおそれがある事案に対する融資管理部及びコンプライアンス統括

部との協議 

再発防止策等の周知、指導 

各営業店 

営業店職員 相談・申込みに係る苦情相談の対応（クレームシートの記録） 
営業店長への報告 

 
（１）お客様からの苦情相談をお受けするため、当組合の本部「お客様相談室」に、フリーダイヤルを

設置しております。 
 
（２）本部及び各営業店の担当者は、貸付けの条件の変更等に係る苦情相談を受けた場合には、クレー

ムシートに苦情相談の内容を記録しております。 

 

（３）各営業店長は、金融円滑化に関する条件変更等相談記録表を毎営業日点検し、毎月第３営業日ま

でに、融資管理部に報告しております。 

 
（４）金融円滑化に関する条件変更等相談記録表は、融資管理部及び各営業店において、適切に管理・

保存しております。 
 
（５）融資管理部担当理事及び融資管理部長は、本部及び各営業店において、誠実かつ適切に苦情相談

を解決するため、融資管理部からの対応状況及び再発防止策等に関する報告を取りまとめ、定期的

又は必要に応じて随時、理事会等に報告しております。 
ただし、お客様の利益を著しく害するおそれがある場合、又は法令等に違反するおそれがある事



 

案については、融資管理部及びコンプライアンス統括部と協議し、速やかに理事会に報告しており

ます。 

 

（６）理事会は、貸付けの条件の変更等に係る苦情相談の対応状況及び再発防止策等に関する報告を分

析・評価のうえ、必要に応じて融資管理部担当理事及び融資管理部長に体制の見直し等を指示し、

その対応・改善状況を継続的に検証しております。 
 
（７）融資管理部長及び融資管理部は、申出があった苦情相談について、コンプライアンス統括部及び

該当営業店と協力して問題の解決に努めております。 
 
（８）融資管理部は、貸付けの条件の変更等に係る苦情相談に対して、誠実かつ適切な対応及び再発防

止について監督・指導するため、定期的又は必要に応じて随時、金融円滑化管理に関する研修計画

を立案し、直接又は営業店長を通じて、役職員に対し研修を実施し周知徹底を行っております。 
 
 



 

 
第４（第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企

業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要） 

 
 

債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置（貸付けの条件の変更等）をとった後において、 

改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

 
 
○ 当組合は、貸付けの条件の変更等を行った中小企業者のお客様の経営改善計画の進捗状況を継 
続的に把握・検証し、経営改善計画の見直しの支援及び経営相談・指導等に取り組んでおります。 

また、他金融機関、企業再生支援機構、事業再生ＡＤＲ解決事業者、中小企業再生支援協議会 
などの外部機関との連携による再生手法を活用するため、以下のとおり体制を整備しております。 

 
区分 責任者・担当者 役 割 

金融円滑化管理責任者 
（融資管理部長） 

経営改善計画の見直しの策定支援及び進捗状況

等の全般の統括 
経営相談、経営指導の対応状況の統括 

 
本 部 

金融円滑化管理統括部署 
（融資管理部） 

経営改善計画の見直しの策定支援 
各営業店との連携 
他金融機関等との連携 
経営改善・事業再生支援の取り組み 

金融円滑化管理担当者 
（営業店長） 

経営改善計画の見直しの策定支援及び進捗管理

経営相談、経営指導の対応 

融資管理部との連携 

融資管理部への報告 

 
各営業店 

営業店職員 
経営改善計画の見直しの策定支援及び進捗管理

経営相談、経営指導の対応 

営業店長への報告 
 
（１）融資管理部と各営業店が連携して、実現性の高い経営改善計画の策定支援とその後のフォローア

ップを行っております。 

 
（２）融資管理部と各営業店が連携して、中小企業再生支援協議会等を活用し経営改善・事業再生支援

の取組みを行っております。 
 
（３）融資管理部担当理事及び融資管理部長は、各営業店における経営改善・再生支援の取組状況等に

ついて、融資管理部からの対応状況・問題点に関する報告を取りまとめ、定期的又は必要に応じて

随時、理事会等に報告しております。 
 ただし、経営に重大な影響を与えるおそれがある場合又は、顧客の利益が著しく阻害されるおそ

れがある場合には、速やかに理事会に報告し周知徹底を行っております。 
 
（４）理事会は、経営改善・再生支援の対応状況・問題点に関する報告を分析・評価のうえ、必要に応

じて、融資管理部担当理事及び融資管理部長に改善策を指示し、その対応・改善状況を継続的に検

証しております。 
 
（５）融資管理部は、経営改善相談及び再生支援が適切に行われるよう、定期的又は必要に応じて随時、

研修計画を立案し、直接又は営業店長を通じて、職員に対し、研修を実施し周知徹底を行っており

ます。 



第５　法第４条に基づく措置の実施状況
（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

1,242 4,355

812 2,876

218 1,964

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0

0 66

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0

581 566

13 280

430 1,479

268 1,080

0 7

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の額 0 0

148 318

14 74

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況
（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

92 403

36 161

23 106

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0

0 4

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0

12 40

1 11

56 242

36 189

0 1

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の数 0 0

19 42

1 10

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数



第５　法第４条に基づく措置の実施状況
（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

195 874

46 622

0 0

0 0

0 0

136 233

13 19

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係
る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの
条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者か
ら、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた
貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の
貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況
（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

13 63

6 42

0 0

0 0

0 0

6 19

1 2

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係
る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの
条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者か
ら、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた
貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場合の
貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数



第６　法第５条に基づく措置の実施状況
（別表７）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

147 821

78 399

0 80

69 272

0 70

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額



第６　法第５条に基づく措置の実施状況
（別表８）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

13 62

7 33

0 4

6 21

0 4

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数


